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北
方
領
土
返
還
を
巡
る
日
露
交
渉
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
報
道
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
今
月
、
日
本
と
の
北
方
領
土
交
渉
に
つ
い
て
「
憲
法
に
違
反
す
る
行
為

は
一
切
し
な
い
」
と
述
べ
、
昨
年
七
月
に
発
効
し
た
改
正
憲
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
領
土
割
譲
の
禁
止
」
条
項
を
念
頭
に
、

日
本
の
領
土
返
還
要
求
に
応
じ
な
い
立
場
を
表
明
し
た
と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
今
後
の
ロ
シ
ア
と
の
交
渉
に
重

大
な
支
障
と
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
如
何
。 

二 

そ
の
ロ
シ
ア
改
正
憲
法
に
は
、
「
国
境
の
再
画
定
」
を
「
領
土
割
譲
の
禁
止
」
の
例
外
と
す
る
規
定
も
あ
る
と
い
う
が
、

政
府
は
ど
う
解
し
て
い
る
か
。
こ
の
例
外
規
定
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
外
交
当
局
と
意
見
を
取
り
交
わ
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
側
の
見
解
如
何
。 

三 

安
倍
前
政
権
は
、
日
露
交
渉
に
お
け
る
「
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
提
起
し
た
が
、
菅
政
権
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
の
か
。

そ
の
場
合
、
「
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
「
共
同
経
済
活
動
」
の
こ
と
か
。 

四 

「
共
同
経
済
活
動
」
自
体
は
、
何
も
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
小
渕
政
権
時
の
「
モ
ス
ク
ワ
宣
言
」
（
一
九
九
八
年
十

一
月
）
で
「
共
同
経
済
活
動
委
員
会
は
、
国
境
線
確
定
委
員
会
と
並
行
し
て
活
動
し
、
ど
の
よ
う
な
共
同
経
済
活
動
が
で
き

る
か
検
討
す
る
」
旨
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
結
果
、
潰
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
「
日
ロ
双
方
の
法
的
立
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場
を
損
な
わ
な
い
」
こ
と
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菅
政
権
が
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
継
承

し
て
い
る
の
な
ら
、
な
ぜ
、
小
渕
政
権
時
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
後
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
説
明
さ
れ
た

い
。 

五 

安
倍
前
政
権
以
降
、
政
府
は
日
ソ
共
同
宣
言
（
一
九
五
六
年
）
を
基
礎
と
す
る
と
い
う
方
針
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
そ

の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
あ
え
て
「
東
京
宣
言
」
（
一
九
九
三
年
）
に
も
「
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
」
（
二
〇
〇
一
年
）
に

も
触
れ
て
い
な
い
理
由
如
何
。
こ
れ
は
「
二
島
の
み
返
還
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
「
二
島
先
行
返

還
」
を
意
味
す
る
も
の
か
。 

六 

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
開
催
さ
れ
た
「
東
方
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（
二
〇
一
八
年
九
月
）
で
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
「
前
提

条
件
を
つ
け
ず
に
平
和
条
約
を
締
結
し
た
後
、
す
べ
て
の
問
題
の
議
論
を
続
け
る
」
と
し
、
領
土
交
渉
を
後
回
し
に
す
る
考

え
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
安
倍
前
首
相
が
、
そ
の
後
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
首
脳
会
談
（
二
〇

一
八
年
十
一
月
）
で
「
二
島
の
み
返
還
」
に
舵
を
切
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

七 

そ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
合
意
以
降
、
安
倍
前
首
相
が
こ
の
問
題
で
頼
っ
た
鈴
木
宗
男
氏
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
東
郷
元
オ
ラ
ン

ダ
大
使
、
佐
藤
元
外
務
省
主
任
分
析
官
が
、
口
裏
を
合
わ
せ
た
か
の
よ
う
に
「
二
島
返
還
＋
α
」
論
（
歯
舞
群
島
、
色
丹
島
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は
返
還
す
る
が
、
国
後
島
、
択
捉
島
の
主
権
は
ロ
シ
ア
に
認
め
、
こ
の
二
島
と
は
経
済
的
人
的
交
流
等
を
自
由
に
す
る
と
い

う
案
）
を
メ
デ
ィ
ア
に
発
信
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
官
邸
と
の
連
携
プ
レ
ー
で
は
な
か
っ
た
の

か
。 

八 

そ
も
そ
も
、
こ
の
日
露
交
渉
が
暗
礁
に
乗
り
あ
げ
た
発
端
が
、
安
倍
前
首
相
の
故
郷
、
長
門
市
で
の
日
露
首
脳
会
談
（
二

〇
一
六
年
十
二
月
）
で
あ
る
。
こ
の
時
、
「
共
同
声
明
」
ど
こ
ろ
か
、
最
も
格
下
の
「
プ
レ
ス
向
け
声
明
」
し
か
発
出
で
き

ず
、
し
か
も
、
そ
こ
に
「
領
土
」
の
二
文
字
す
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
、
ロ
シ
ア
の
大
統
領
が
久
々
に
訪
日
し
、

安
倍
前
首
相
の
故
郷
で
会
談
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
程
度
の
対
外
発
表
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
事
実
自
体

が
、
領
土
問
題
で
ロ
シ
ア
側
が
譲
歩
し
な
い
と
い
う
意
思
を
表
明
し
た
証
左
で
は
な
い
か
。 

九 

ク
リ
ミ
ア
を
併
合
し
た
ロ
シ
ア
、
力
に
よ
る
領
土
拡
大
を
図
っ
た
ロ
シ
ア
に
、
「
法
と
正
義
」
が
通
じ
る
と
政
府
は
考
え

て
い
る
の
か
。 

十 

こ
の
ク
リ
ミ
ア
併
合
に
対
し
、
政
府
は
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
統
一
性
、
主
権
や
領
土
の
一
体
性
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、

非
難
す
る
」
と
表
明
し
た
が
、
そ
の
制
裁
は
、
査
証
（
ビ
ザ
）
発
給
要
件
緩
和
に
関
す
る
協
議
停
止
や
両
国
間
の
新
投
資
協

定
な
ど
三
点
の
締
結
交
渉
開
始
凍
結
に
と
ど
め
て
い
る
。
ロ
シ
ア
が
北
方
領
土
を
、
先
の
大
戦
の
結
果
、
ロ
シ
ア
の
領
土
に
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な
っ
た
と
認
め
ろ
と
言
い
続
け
、
領
土
交
渉
に
誠
意
を
見
せ
な
い
な
ら
、
「
お
百
度
を
踏
む
朝
貢
外
交
」
で
は
な
く
、
先
進

七
カ
国
（
Ｇ
７
）
を
含
む
各
国
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
よ
り
厳
し
い
措
置
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

十
一 

今
年
二
月
七
日
の
「
北
方
領
土
の
日
」
に
行
わ
れ
た
「
北
方
領
土
返
還
要
求
全
国
大
会
」
が
採
択
し
た
大
会
ア
ピ
ー
ル

で
は
、
返
還
を
求
め
る
北
方
四
島
に
つ
い
て
、
「
法
的
根
拠
の
な
い
ま
ま
に
七
十
五
年
間
占
拠
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は
誠

に
遺
憾
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
政
府
も
同
じ
認
識
か
。 

十
二 

最
後
に
、
あ
く
ま
で
「
四
島
の
帰
属
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
」
と
い
う
、
歴
代
政
権
の
方
針
に
変
更

は
な
い
か
。
は
っ
き
り
と
答
え
ら
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


